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柳井市都市再生推進協議会の構成



柳井市立地適正化計画

現状分析 関連計画

課題の整理 柳井広域都市圏としての課題の整理

将来都市構造の整理
※柳井広域都市圏の都市計画の方針を参考

まちづくりの方向性の検討

都市機能誘導区域、
誘導施設の検討

居住誘導区域の検討

誘導施策の検討

目標値、評価方法の検討

柳井市立地適正化計画（素案）の作成

柳井市立地適正化計画の公表

柳井広域都市圏の立地適正化方針
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前回都計審までの協議
（第１回～第５回都市再生推進協議会）

柳井市都市再生推進協議会での協議

防災指針の検討

前回都計審からの協議箇所

（第６回・第７回都市再生推進協議会）

令和4年3月末 公表予定
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■居住誘導区域

人口減少の中にあっても、一定のエリアに
おいて人口密度を維持することにより、生
活サービスやコミュニティが持続的に確保
されるように居住を誘導すべき区域です。

■都市機能誘導区域

医療、福祉、商業との都市機能を都市の中
心拠点や生活拠点に誘導し集約することに
より、これからの各種サービスの効率的な
提供を図る区域です。

出典：改正都市再生特別措置法等について・立地適正化計画の作成に係るＱ＆Ａ（国交省）

立地適正化計画の目指すところ

都市機能誘導区域
生活サービスを誘導するエリアと当該
エリアに誘導する施設を設定

◆都市機能（福祉・医療・商業等）
の立地促進
○誘導施設への税財政・金融上の支
援
○福祉・医療施設等の建替等のため
の容積率等の緩和
○公的不動産・低未利用地の有効活
用

公共交通
維持・充実を図る公共交通網を設定

都市計画区域

市街化区域

居住誘導区域
居住を誘導し人口密度を維持す
るエリアを設定

◆区域内における居住環境の向上

◆区域外の居住の緩やかなコントロ
ール

■立地適正化計画イメージ
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居住誘導区域（案）
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居住誘導区域・都市機能誘導区域（案）
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柳井市立地適正化計画（案）の構成

① 計画の概要（目的・位置づけ・対象区域など）

② 本市の現状と課題

③ 計画に対する基本的な方針

④ 都市機能誘導区域・誘導施設

⑤ 居住誘導区域

⑥ 誘導施策

⑦ 防災指針

⑧ 目標設定


